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報告第１号 

 

   専決処分した事件の報告について 

 

 次のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議決を得た契約の変更について専決処分したので、同条第２項の規定により

報告する。 

 

  令和５年６月１日 

淡路市長 門  康 彦  

 

委任専決第１号 

 

   岩屋ポートビル解体撤去工事請負変更契約の締結に係る専決処分につ

いて 

 

 次のとおり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に

より、議会の議決により指定された市長の専決処分事項に係る契約の変更について、

専決処分する。 

 

  令和５年５月１８日 

淡路市長 門  康 彦  

 

１ 議案番号       議案第３５号（令和４年６月２０日議決） 

２ 当初契約年月日    令和４年６月２０日 

３ 契約の目的      岩屋ポートビル解体撤去工事 

４ 契約の金額の変更 

 (１) 議決金額（当初）     １４５，０５７，０００円 

 (２) 第３回変更後金額     １４５，８３２，５００円 

 (３) 当初からの変更金額        ７７５，５００円 

 (４) 当初からの増減率         ０．５パーセント 

５ 契約の相手方 

  兵庫県淡路市志筑３０７７番地 

  株式会社ツダ 代表取締役 津田 豊 

 


